
山形県男女共同参画等の推進状況について
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山形県男女共同参画審議会
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男女共同参画における現状

出典：「山形県労働条件等実態調査」（山形県）
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（１）女性管理職割合、男性の育児休業取得率

女性の管理職割合は横ばいが続いており、女性の登用が進んでいない状況にある。
男性の育児休業取得率は、近年、増加傾向にある。

1位 男性の家事分担等、家族の理解と協力（41.1％）

２位 出産・育児・介護に関しての職場の理解（34.4％）

３位 労働条件の改善（19.0％）

（２）女性が働き続けるために必要なこと

出典：「令和元年度ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査」（山形県）

男女ともに、「男性の家事分担等、家族の
理解と協力」が第1位となっている。

山形県内の女性を取り巻く現状
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（R1 ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査／山形県）

（３）男女の地位の平等について
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「家庭生活」、「職場」、 「政治」 、

「社会通念・慣習・しきたり等」で

半数以上の方が『男性優遇』と

感じている。

（４）各分野における「指導的地位」に占める女性割合の全国と山形県の状況

出典：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の
推進状況（内閣府）

（※1）都道府県議会はR3.8現在、市区町村議会R2.12現在。
（※2）調査時点は、各地方自治体の事情により異なる場合がある。
（※3）採用期間R2.4.1からR3.3.31が対象
（※4）調査時点は、各地方自治体の事情により異なる場合がある。

各分野における指導的地位に女性が占める

割合では、議員や管理職等で女性の参画が

十分に進んでいない状況にある。
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（１）若年女性に係る賃金水準と転出の関係

若年女性の県外流出と賃金の相関関係について

出典：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」及び総務省「2019年
住民基本台帳人口移動報告」より県統計企画課作成

「宮城県を除く東北５県は、東京（女性の賃金
が高く、若年女性の転出率が低い）と対極に
あり、全国平均からも離れている」

「賃金と若い女性の転出の間には、はっきりと
負の相関関係がみてとれる」

「進学や就職時期を迎えるこの（若年女性）世
代は、女性の賃金の低いところから高いとこ
ろへ経済的な地位を見越して移動していく」

（令和２年６月11日の日経新聞記事）

転出女性総数に占める若年女性の割合と

女性平均賃金の関係

転出女性総数に占める

若年女性（15～29歳）の

割合

女性の平均賃金（一般労働者、所定内給与、月額）・万円
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（２）若い女性が東京圏を選ぶ理由（地方から転出する理由）

出典：公益財団法人東北活性化研究センター「人口の社会減と女性の定着に関する意識調査」（R3.3）結果概要抜粋

２番目は「東京（東京圏）と比べて
年収が少ないこと」になっている
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配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数について

全国 県

（全国） （県）

Ｒ3 全国123千件

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

男
性

141 136 151

39歳以下 45 39 40

40歳以上 96 97 111

女
性

53 58 61

39歳以下 5 19 13

40歳以上 48 39 48

合 計 194 194 212

（１）ＤＶ相談の状況 （２）世代別・男女別の自殺者の動向

※暦年値

コロナ拡大後のＲ２、ＤＶ相談件数は全国的、本県ともに

増加した。全国では横ばいが続いている。

R元 県615件 R2 県652件

R元 全国117千件
Ｒ2 全国129千件

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

男
性

14,078 14,055 13,939

39歳以下 3,804 3,996 3,935

40歳以上 10,274 10,059 10,004

女
性

6,091 7,026 7,068

39歳以下 1,498 1,912 1,980

40歳以上 4,593 5,114 5,088

合 計 20,169 21,081 21,007

コロナ拡大後、県内では、若い女性の自殺者が増加
している。全国的にも女性の自殺者が大幅に増加。

① 全国

② 山形県

コロナ禍における女性への影響

出典：警察庁自殺統計

出典：全国：内閣府男女共同参画局調べ、山形県：県子ども家庭支援課調べ
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増加

増加

R3 県435件



山形県男女共同参画計画の概要

■策定趣旨
社会情勢の変化に対応しながら持続可能で活力ある山形県を維持していくため、誰もが性別にかかわりなく、

その個性や能力を十分に発揮できるように、男女共同参画及び女性活躍を推進する指針を定めるもの
■計画期間 令和３年度から７年度までの５年間

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

Ⅱ いきいきと男女がともに活躍できる環境づくり

Ⅲ 安全・安心に暮らせる社会づくり

男女共同参画を推進する上で最も重要な人権尊重の教育・学習、性別による無意識の偏見・思い込みの解消
に向けて取り組みます。また、若年女性の定着・回帰に向けての取組みや防災等、性別に偏りのある分野への
女性の参画促進に取り組みます。

社会経済の変化に柔軟に対応していくため、政策・方針決定過程への女性の参画拡大に取り組みます。
また、男女の雇用等における機会均等の確保と女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの取組みを促進

します。

暴力を根絶するととともに、貧困、高齢、障がいなど生活上の困難を抱える人が安心して暮らすことができ
るよう取り組みます。

計画の基本的な考え方

◆3つの基本の柱、９つの施策の方向、３７の数値目標で総合的に推進！
◆女性活躍推進法に基づく推進計画に位置づけ、女性の活躍を強力に推進！

■計画の位置づけ
〇「男女共同参画社会基本法」第14条第１項及び「山形県男女共同参画推進条例」第８条第１項に基づく都道府県計画
〇「女性活躍推進法第６条第１項に基づく都道府県計画 8



山
形
県
男
女
共
同
参
画
計
画
の
体
系

互いを認め合い、共に助け合い、誰もが希望する生き方で輝ける社会
～暮らし・仕事・地域で幸せになれる山形県～

目指す社会

※３～５は「女性活躍推進法」の推進計画を兼ねる。

9



女性の県内定着・回帰につなげるため、県内外の若年女性を取り巻く
現状や課題を聞き取り、女性も活躍できる環境づくりや、女性から見た
やまがた暮らしの魅力発信に活かす。

（１）オンライン100人女子会の開催

令和４年度の主な取組み

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり ＜男女共同参画計画 基本の柱Ⅰ）＞

10

（２）デジタルロールモデル集及び動画の作成・発信【新規】

県内女性の多様な生き方・働き方等をまとめたデジタルロールモデル集及び動画を作成し、若
年層に向けて山形で暮らし働くことの魅力を発信する。

（３）性別による固定的な役割分担意識の解消を促す啓発媒体の作成・発信【新規】

性別による固定的役割分担意識の解消を促す多世代向け啓発媒体（動画、リーフレット、パネ
ル）を作成し、多様な広報手段を用いて広く県民に発信する。
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◇Ｒ４オンライン100人女子会（テーマ別意見の抜粋 ○プラス意見 / ▼マイナス意見）

（１）仕事や働くことについて
○共働きが多いので女性が働くこと、働き続けることへの理解がある企業が多い。

▼賃金が低くそもそも共働きをしないと生活が大変であり、女性が産休育休中に男性も育児休業を取得するの

は金銭的に厳しい。

▼女性の役職者が少なく、ロールモデルとなるような上司が少ないため、キャリアプランを描きにくい。

▼共働きが多いのに、家事や育児など女性への負担が大きい。

（２）家庭や子育てについて
○両親が近くに住んでいるので子育てを頼みやすい。

▼祖父母が子どもの面倒をみるのが当たり前という意識があるので、祖父母に頼れない人たちの肩身が狭い。

▼三世代同居、近居など子どもを両親に見てもらえる人が多いからこそ、民間が参入しない（塾の送迎タクシ

ーや、子どもの受診代行サービスなどが普及しない）。

▼無意識の固定観念があり、暗黙のうちに子育てや家事の負担が女性に偏在している。

（３）地域について

○ＰＴＡの役職に女性が就くなど、徐々に男女の役割に変化が見られる。

○地域の方の見守りがあるので、子どもが一人で遊びに行っても安心。

▼子どもがいないと地域行事に参加するきっかけがあまりない。

▼地域のつながりなど家族以外で助け合える、安心できるコミュニティが欲しい。

▼地域や学校、親戚づきあいなど、人間関係が密で大変なことがある。



（４）やまがたイクボス同盟（R４.10月末 531企業・団体加盟）

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現や、女性も活躍できる職場環境

づくりの推進

・企業経営者層の意識改革のための「やまがたトップセミナー」の開催
・働く女性の意欲・実践力の醸成を図る「ビジネスウーマン交流会」の開催

（３）男性の育児休業取得の機運醸成による男性の家庭参画の促進

・オンライン連続講座「職場のための男性育休キックオフセミナー」の開催
・先進的な企業の取組み等を掲載したデジタルリーフレット「職場とパパ

のための男性育休のススメ！」による周知・啓発

いきいきと男女がともに活躍できる環境づくり ＜男女共同参画計画 基本の柱Ⅱ＞

・加盟企業・団体で一体的に取り組む「やまがたイクボス同盟ウェーブアクション」の実施
＜テーマ＞料理から始める家事参画プロジェクト

（１）男女共同参画の視点に配慮した表現の促進【新規】

・公的広報における表現に関するリーフレットを作成

12

「職場とパパのための男性育休のススメ！」



◆ 結婚・出産・育児期に離職した女性の就職希望に対応

◆ これから働こうとする女性一人ひとりのニーズに応じた就業のワンストップ支援窓口「マザーズジョブ

サポート山形」及び「マザーズジョブサポート庄内」を開設し、ハローワークにおける職業紹介機能との

連携による一体的なサービスを提供。

マザーズジョブサポート山形・庄内

相談員の配置による相談対応

仕事と子育ての両立などに関する
各種セミナーの開催

特別相談事業の開催（各月１回）

保育ルーム「にこにこ」「きらきら」の運営

出張相談・セミナーの開催

就職面接用スーツ等の貸出

▶ 就職の環境や条件が整っていない女性等の相談

▶ 仕事と子育ての両立に関する相談・支援(保育情報など)

▶ 労働局と連携した開催

▶ 山形県看護協会による巡回相談

▶ 山形県福祉人材センターによる保育士・介護士等就職相談

▶ 山形県母子寡婦福祉連合会によるひとり親家庭就業相談

ハローワーク

▶ ハローワークでの職業相談・職業紹介

▶ 求人情報・労働市場情報の提供

▶ 各種支援制度に関する情報提供

▶ 職業訓練に関する相談

☞ 女性の就労支援に関するワンストップサービスの提供

ハローワークにおける職業紹介等

就職に関するセミナーの開催

出張相談の様子

マザーズコンシェルジュによる相談

一体的に
実 施

（５）マザーズジョブサポート運営事業

13



（６）山形県賃金向上推進事業支援金（賃金アップコース）

賃金アップ

支援金

支援金

正社員化

（７）山形県賃金向上推進事業支援金（正社員化コース）

14

・Ｒ４．４．１～Ｒ５．１．３１の間に、５０歳未満の女性非正規雇用労働者の
時給を３０円以上増額し、１ヶ月以上継続して雇用した場合、３万円／人
を事業者に支給（県内の中小企業等が対象）

【支給上限額】

・Ｒ４．４．１～１１．３０の間に、５０歳未満の女性非正規雇用労働者を正
社員に転換し、３ヶ月以上継続して雇用した場合、 １０万円／人を事業
者に支給（県内の中小企業等が対象）

【支給上限額】
５０万円（１事業者あたり、５人まで）

業種等
製造業、社会福祉法人 20人まで 60万円

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業 10人まで 30万円
その他 ５人まで 15万円

上限額



（８）職場環境改善アドバイザーの派遣

（９）女性が働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の情報発信

（11）女性就業促進支援セミナーの開催

15

・職場環境改善アドバイザー（社会保険労務士）が、常用雇用１００人以下の
企業を訪問し、多様で柔軟な働き方、育児・介護休暇やパワハラ防止の規
定の整備など、女性が働きやすい職場環境づくりに向けた助言・支援を行う。

・HPやセミナー等で好事例を紹介。
山形県HP ホーム > 産業・しごと > 労働・雇用 > 【特集】女性にやさしい職場環境のススメ

（10）女性新規就業支援事業の実施

・山形県中小企業団体中央会にコーディネーターを配置し、女性を新規に雇用する企業の
掘り起こし及び職場環境改善を促進し女性の就業増を図る。

・県内企業を対象に企業の意識改革を促し、多様で柔軟な働き方の導入を
促進するセミナーを開催し女性の就業増を図る。
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４ 女性の賃金向上・県内定着に向けた取組み女子学生の県内就職に向けた取組み 【令和４年度 新規事業】

（１）ヤマガタ未来デザイン・オンラインキャンパスの実施

・学生等と県内企業の若手社員との座談会の開催
・学生生活を充実させるヒントやこれからのキャリア形成に役立つ

知識を提供するゼミの開催
・県内企業若手社員交流会の開催
・女子学生積極採用促進のための企業向けセミナー

（２）女子学生向け職種図鑑の作成

・県内に自分が学んだ専門知識を活かせる職種がある、自分が想定
していない業種でも、希望する職種があるという「気づき」を学
生に与えるための職種図鑑の作成

（３）女子学生向け企業訪問バスツアーの実施

・観光とセットにした企業訪問バスツアーの実施により、県内企業を
知ってもらう機会を提供するとともに、本県の魅力を知ってもらい、
県内就職の意識を醸成



◇県男女共同参画センター・チェリアの相談機能の強化

・チェリアで実施している女性心理カウンセラーによる専門相談
「こころの相談」枠の拡大（月２回→週１回）

・オンラインによる集中相談週間の実施（８月と10月に実施）

◇孤独・孤立や不安を抱えた女性に対する支援体制の強化

・女性同士が身近なところで互いに支え合うピアサポート等の取組み

・経済的な理由で生理用品を買うことが困難な児童を含む女性に対し、
県内各地のNPOや学校、図書館等の身近な窓口で無償提供

やまがた女性のつながりサポート事業

コロナ下で不安や悩みを抱える女性を支援するため、県内各地のNPO等と連携し、相談体制の
充実や生理用品の無償提供を行うほか、支え合い活動の取組みを支援する。

啓発リーフレットで周知中

県内各地のNPO等団体と連携して、支援する仕組みを構築

コロナ禍における女性への支援
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第4次山形県ＤＶ被害者支援基本計画の概要
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◇ ＤＶ防止及び相談窓口の啓発（リーフレットの配布）

◇ パープルリボンキャンペーン（１１月１２日～２５日）「女性に対する暴力をなくす運動」期間
文翔館でのパープルライトアップの実施（１１月１５日～２４日）

ＤＶ被害者支援基本計画に基づく取組み
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◇ デートＤＶ防止出前講座の実施、デートＤＶ防止啓発チラシの作成

ＤＶ防止に向けた啓発


